
平成 2７年度 

第２回長野県いじめ問題対策連絡協議会 
 

日 時：平成 28 年１月 29 日（金） 
                         14 時 00 分から 16 時 00 分   

場 所：県庁 ８階 教育委員会室 

    〔次 第〕 
 

１ 開 会 
 
２ 会長挨拶（長野県教育委員会教育長） 
 
３ 報告 

(1)  本県における児童生徒のいじめの状況について 
 平成 26 年度問題行動調査及び平成 27 年度上半期調査より 

(2)  長野県いじめ防止対策推進条例の推進について 
ア 「いじめ防止子どもサミット NAGANO」実施報告 
イ 「全国いじめ問題子供サミット」の参加報告 
ウ 「高校生ＩＣＴカンファレンス長野大会」実施報告 
エ 「学校生活相談センター」の状況 
オ 「インターネットの安全な利用に関する共同メッセージ」について 
カ 「いじめ防止リーフレット」について 

 
４ 協議・意見交換 

(1) 学校でのいじめ防止の取組について 
(2) 関係機関の取組状況等について 
(3) 効果的な取組について 
 

５ その他・事務局連絡 
 
６ 閉 会 



長野県いじめ問題対策連絡協議会設置要綱 
 

（趣旨） 

第１条  長野県いじめ防止対策推進条例（平成 27年長野県条例第 24号）第 11条第３項の規

定により、長野県いじめ問題対策連絡協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営

に関して必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条  協議会は、長野県いじめ防止対策推進条例第 11条第２項に規定する事項について協

議するものとする。 

（組織） 

第３条  協議会は、別表に掲げる関係機関の代表者等（第４条において「協議会を組織する

者」という。）をもって組織する。 

２ 協議会に、会長を置く。 

３ 会長は、長野県教育委員会の代表者をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、あらかじめ会長が指名する関係機関の代表

者等がその職務を代理する。 

（会議） 

第４  協議会は、会長が招集し、会長が進行をする。 

２  協議会は、必要に応じ、協議会を組織する者以外の者に対し協議会への出席を求め、意

見を聴くことができる。 

３  協議会を組織する者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（庶務） 

第５条  協議会の庶務は、長野県教育委員会事務局心の支援課において処理するものとする。 

（補則） 

第６条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２７年５月２９日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

 

関係機関 

長野県弁護士会 

長野県医師会 

長野県臨床心理士会 

長野県社会福祉士会 

長野県精神保健福祉士協会 

いじめＮＯ！県民ネットワークながの 

長野県ＰＴＡ連合会 

長野県市町村教育委員会連絡協議会 

長野県高等学校長会 

長野県中学校長会 

長野県小学校長会 

長野県私学教育協会 

長野県中央児童相談所 

法務省長野地方法務局 

長野県警察本部 

長野県県民文化部 

長野県教育委員会 

    



       ＜関係機関＞

機 関 名 等 出席者氏名

長野県弁護士会 伊藤　亜希子

長野県医師会 （欠席）

長野県臨床心理士会 望月　秋一

長野県社会福祉士会　 大井　富美子

長野県精神保健福祉士協会 夏目　宏明

いじめＮＯ！県民ネットワークながの （欠席）

長野県ＰＴＡ連合会 石坂　修一

長野県市町村教育委員会連絡協議会 清水　岩夫

長野県高等学校長会 市川　裕子

長野県中学校長会 村本　まみゑ

長野県小学校長会 松木　智子

長野県私学教育協会 西澤　善明

　法務省 長野地方法務局 宗野　有美子

　県民文化部　次世代サポート課 平井　美和

　県民文化部  こども・家庭課 佐藤　尚子

　県民文化部　私学・高等教育課 轟　寛逸

　中央児童相談所  相談判定課 竹内　靖人

　長野県警察本部 中島　真二

　長野県教育委員会教育長（会長） 伊藤　学司

　長野県教育委員会事務局心の支援課長 原　良通

平成２７年度第２回長野県いじめ問題対策連絡協議会　出席者名簿


